
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信回線を介して互いに接続可能な携帯端末とサーバとを備えた音声合成システムであっ
て、
前記携帯端末は、 テキストデータを受信するテキストデータ受信手段と
、受信した前記テキストデータに 音声サンプリング名を添付
して前記サーバへ送信するテキストデータ送信手段と、音声合成データを前記サーバから
受信する音声合成データ受信手段と、受信した前記音声合成データを音声に再生する音声
再生手段とを備え、
前記サーバは、前記テキストデータ及び音声サンプリング名を前記携帯端末から受信する
テキストデータ受信手段と、受信した前記音声サンプリング名に対応する

音声サンプリングデータを用いて、受信した前記テキストデータを音声合成
データに変換する音声合成手段と、変換した前記音声合成データを前記携帯端末へ送信す
る音声合成データ送信手段とを備えた、
ことを特徴とする音声合成システム。
【請求項２】
前記携帯端末を複数備えた、
請求項１記載の音声合成システム。
【請求項３】
前記各携帯端末は、それぞれのユーザの音声サンプリングデータを採取する音声サンプリ
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ングデータ採取手段と、採取した前記音声サンプリングデータを前記サーバへ送信する音
声サンプリングデータ送信手段とを更に備え、
前記サーバは、前記音声サンプリングデータを前記各携帯端末から受信する音声サンプリ
ングデータ受信手段と、受信した前記音声サンプリングデータに前記音声サンプリング名
を付してデータベースを構築するデータベース構築手段とを更に備えた、
請求項２記載の音声合成システム。
【請求項４】
通信回線を介して互いに接続可能な携帯端末とサーバとを備えた音声合成システムに用い
られる音声合成方法であって、
前記携帯端末は、 テキストデータを受信するテキストデータ受信ステッ
プと、受信した前記テキストデータに 音声サンプリング名を
添付して前記サーバへ送信するテキストデータ送信ステップと、音声合成データを前記サ
ーバから受信する音声合成データ受信ステップと、受信した前記音声合成データを音声に
再生する音声再生ステップとを備え、
前記サーバは、前記テキストデータ及び音声サンプリング名を前記携帯端末から受信する
テキストデータ受信ステップと、受信した前記音声サンプリング名に対応する

音声サンプリングデータを用いて、受信した前記テキストデータを音声
合成データに変換する音声合成ステップと、変換した前記音声合成データを前記携帯端末
へ送信する音声合成データ送信ステップとを備えた、
ことを特徴とする音声合成方法。
【請求項５】
前記携帯端末を複数備えた、
請求項４記載の音声合成方法。
【請求項６】
前記各携帯端末は、それぞれのユーザの音声サンプリングデータを採取する音声サンプリ
ングデータ採取ステップと、採取した前記音声サンプリングデータを前記サーバへ送信す
る音声サンプリングデータ送信ステップとを更に備え、
前記サーバは、前記音声サンプリングデータを前記各携帯端末から受信する音声サンプリ
ングデータ受信ステップと、受信した前記音声サンプリングデータに前記音声サンプリン
グ名を付してデータベースを構築するデータベース構築ステップとを更に備えた、
請求項５記載の音声合成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信回線を介して互いに接続可能な携帯端末とサーバとを備えた音声合成シス
テムに関し、詳しくは、携帯端末からテキストデータをサーバへ送信すると、サーバでテ
キストデータを音声合成データに変換して携帯端末へ返信する音声合成システムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機では、ｉモードに代表されるインターネット接続サービスが普及するこ
とにより、テキストデータでの情報配信が行われるようになった。その結果、電子メール
の送受信に加え、モバイル・バンキング、オンライン・トレード、チケット購入などの各
種のサービスが、携帯電話機で利用できるようになっている。
【０００３】
一方、テキストデータの情報には、次のような欠点があった。▲１▼．携帯電話の画面は
狭いため、読みにくい。特に、高齢者にとって、その傾向が著しい。▲２▼．視覚障害者
の方々にとっては、その情報は全く無意味である。
【０００４】
そのため、テキストデータを読み上げる機能を備えた携帯電話機も提案されている。例え
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ば特開２０００－３３９１３７号公報に記載された携帯電話機では、予め用意された音声
データの複数のカテゴリー（男性、女性、老人、子供など）の中からユーザが一つを選択
すると、その選択された音声データを用いてテキストデータを音声に変換する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公報に記載された携帯電話機では、テキストデータを送信した者とは
異なる声で音声合成データが再生されるので、ユーザにとって違和感が生じていた。
【０００６】
【発明の目的】
そこで、本発明の目的は、現実性を向上させた音声合成システム及び音声合成方法を提供
することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の音声合成システムは、通信回線を介して互いに接続可能な携帯端末とサー
バとを備えた音声合成システムである。そして、携帯端末は、 テキスト
データを受信するテキストデータ受信手段と、受信したテキストデータに

音声サンプリング名を添付してサーバへ送信するテキストデータ送信手段と、音
声合成データをサーバから受信する音声合成データ受信手段と、受信した音声合成データ
を音声に再生する音声再生手段とを備えている。サーバは、テキストデータ及び音声サン
プリング名を携帯端末から受信するテキストデータ受信手段と、受信した音声サンプリン
グ名に対応する 音声サンプリングデータを用いて、受信したテキ
ストデータを音声合成データに変換する音声合成手段と、変換した音声合成データを携帯
端末へ送信する音声合成データ送信手段とを備えている。
【０００８】
請求項３記載の音声合成システムは、請求項１記載の音声合成システムにおいて、携帯端
末を複数備えたものである。
【０００９】
請求項３記載の音声合成システムは、請求項２記載の音声合成システムにおいて更に次の
構成要素を備えている。各携帯端末は、それぞれのユーザの音声サンプリングデータを採
取する音声サンプリングデータ採取手段と、採取した音声サンプリングデータをサーバへ
送信する音声サンプリングデータ送信手段とを備えている。サーバは、音声サンプリング
データを各携帯端末から受信する音声サンプリングデータ受信手段と、受信した音声サン
プリングデータに音声サンプリング名を付してデータベースを構築するデータベース構築
手段とを備えている。
【００１０】
本発明に係る音声合成方法は、本発明に係る音声合成システムに用いられるものである。
【００１１】
換言すると、本発明は、ＪＡＶＡアプリケーションと通信システムホスト端末とのデータ
プロトコルを用いて、受信したテキストデータを音声合成して携帯端末上で再生すること
を特徴とする。更に、このデータプロトコル内に音声合成に使用する音声サンプリングデ
ータを指定することで、任意の音声合成データを出力することができる。また、携帯端末
を使用してユーザの会話時にそのユーザの音声サンプリングデータを採取することで、ユ
ーザの音声サンプリングデータを他のユーザへ配信することができる。
【００１２】
更に換言すると、本発明は、携帯端末のＪＡＶＡアプリケーションを用いた音声合成デー
タ再生方式であって、次の特徴を有する。▲１▼．携帯端末と通信ホスト端末との独自の
データプロトコルを持つ。▲２▼．音声合成されたデータを受信し、自動再生する。▲３
▼．通信システムホスト端末において、音声サンプリングデータを元にテキストデータを
音声合成して、音声合成データを作成する。▲４▼．携帯電話でのユーザの会話時の音声
サンプリングデータを採取し、ユーザ固有の音声サンプリングデータのデータベースを作
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成する。▲５▼．ユーザの作成したデータベースを他のユーザに公開する手段を提供する
。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る音声合成システムの一実施形態を示す機能ブロック図である。以下
、この図面に基づき説明する。なお、本発明に係る音声合成方法の実施形態についても同
時に説明する。
【００１４】
本実施形態の音声合成システム１０は、通信回線１１を介して互いに接続可能な携帯端末
１２とサーバ１３とを備えている。携帯端末１２は、一つのみを図示しているが、実際は
複数設けられている。
【００１５】
それぞれの携帯端末１２は、テキストデータを受信するテキストデータ受信手段１２１と
、受信したテキストデータに音声サンプリング名を添付してサーバ１３へ送信するテキス
トデータ送信手段１２２と、音声合成データをサーバ１３から受信する音声合成データ受
信手段１２３と、受信した音声合成データを音声に再生する音声再生手段１２４と、携帯
端末１２のユーザの音声サンプリングデータを採取する音声サンプリングデータ採取手段
１２５と、採取した音声サンプリングデータをサーバ１３へ送信する音声サンプリングデ
ータ送信手段１２６とを備えている。
【００１６】
サーバ１３は、テキストデータ及び音声サンプリング名を携帯端末１２から受信するテキ
ストデータ受信手段１３１と、受信した音声サンプリング名に対応する音声サンプリング
データを用いて、受信したテキストデータを音声合成データに変換する音声合成手段１３
２と、変換した音声合成データを携帯端末１２へ送信する音声合成データ送信手段１３３
と、音声サンプリングデータを携帯端末１２から受信する音声サンプリングデータ受信手
段１３４と、受信した音声サンプリングデータに音声サンプリング名を付してデータベー
ス１３５を構築するデータベース構築手段１３６とを備えている。
【００１７】
通信回線１１は、例えば電話回線及びインターネットである。携帯端末１２は、コンピュ
ータを内蔵した携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ）などである。サーバ１３は、パーソ
ナルコンピュータなどのコンピュータである。携帯端末１２及びサーバ１３に具備された
上記各手段は、コンピュータ・プログラムによって実現されている。また、データの送受
信は、送受信回路（図示せず）及び通信回線１１等のハードウェアを介して行なわれる。
【００１８】
図２は、音声合成システム１０の動作の一例を示すシーケンス図である。以下、図１及び
図２に基づき説明する。なお、携帯端末１２Ａ，１２Ｂは、それぞれ携帯端末１２と同一
構成である。
【００１９】
まず、携帯端末１２Ａにおいて、音声サンプリングデータ採取手段１２５がユーザＡの音
声サンプリングデータａを採取し（ステップ１０１）、音声サンプリングデータ送信手段
１２６が音声サンプリングデータａをサーバ１３へ送信する（ステップ１０２）。すると
、サーバ１３では、音声サンプリングデータ受信手段１３４が音声サンプリングデータａ
を受信し（ステップ１０３）、データベース構築手段１３６が音声サンプリングデータａ
に音声サンプリング名Ａ’を付してデータベース１３５を構築する（ステップ１０４）。
同様に、携帯端末１２Ｂにおいて、ユーザＢの音声サンプリングデータｂを採取し（ステ
ップ１０５）、音声サンプリングデータｂをサーバ１３へ送信する（ステップ１０６）。
すると、サーバ１３では、音声サンプリングデータｂを受信し（ステップ１０７）、音声
サンプリングデータｂに音声サンプリング名Ｂ’を付してデータベース１３５を構築する
（ステップ１０８）。
【００２０】
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ここで、携帯端末１２Ａにおいて、携帯端末１２Ｂから送信されたテキストデータｂ１を
テキストデータ受信手段１２１が受信すると（ステップ１０９，１１０）、テキストデー
タ送信手段１２２がテキストデータｂ１に音声サンプリング名Ｂ’を添付してサーバ１３
へ送信する（ステップ１１１）。すると、サーバ１３では、テキストデータ受信手段１３
１がテキストデータｂ１及び音声サンプリング名Ｂ’を受信し（ステップ１１２）、音声
合成手段１３２が音声サンプリング名Ｂ’に対応する音声サンプリングデータｂを用いて
テキストデータｂ１を音声合成データｂ２に変換し（ステップ１１３）、音声合成データ
送信手段１３３が音声合成データｂ２を携帯端末１２Ａへ送信する（ステップ１１４）。
すると、携帯端末１２Ａでは、音声合成データ受信手段１２３が音声合成データｂ２を受
信し（ステップ１１５）、音声再生手段１２４が音声合成データｂ２を音声ｂ３に再生す
る（ステップ１１６）。
【００２１】
以上のように、音声合成システム１０によれば、携帯端末１２Ａ，１２ＢのユーザＡ，Ｂ
の音声サンプリングデータａ，ｂがサーバ１３内にデータベース化されている。そのため
、携帯端末１２Ａでは、携帯端末１２Ｂから送られてきたテキストデータｂ１をサーバ１
３へ送ると、携帯端末１２ＢのユーザＢの声からなる音声合成データｂ２がサーバ１３か
ら返ってくるので、ユーザＢの声でテキストデータｂ１を読み上げることができる。した
がって、現実性が向上する。
【００２２】
また、各携帯端末１２Ａ，…がユーザＡ，…の音声サンプリングデータａ，…を採取して
サーバ１３へ送信し、サーバ１３が音声サンプリングデータａ，…をデータベース化する
ことにより、自動的かつ容易に音声合成システム１０が拡張される。例えば、新たな携帯
端末１２ＣのユーザＣが音声合成システム１０に参加する場合も、即座に前述のサービス
が受けられる。
【００２３】
なお、音声サンプリングデータ採取手段１２５、音声サンプリングデータ送信手段１２６
、音声サンプリングデータ受信手段１３４、及びデータベース構築手段１３６は、省略し
てもよい。この場合は、別の方法でデータベース１３５を構築しておく必要がある。
【００２４】
また、音声の個人性に関する研究は、これまで主にスペクトルとピッチ周波数とを中心に
行なわれている。例えば、ピッチ周波数の時間変化又は平均ピッチ周波数に関する研究と
して、ピッチ周波数の時間変化などの韻律情報の言語了解性に対する効果、３モーラ単語
によるピッチ周波数の時間変化の個人性の抽出及びその制御などが報告されている。一方
、スペクトルに関する研究として、ホルマント周波数とバンド幅による声道特性と個人性
との関係、単母音のスペクトル包絡成分に注目した個人性の分析などが報告されている。
【００２５】
【実施例】
次に、音声合成システム１０を更に具体化した一実施例について説明する。
【００２６】
図３は、本実施例の音声合成システムを示す構成図である。以下、この図面に基づき説明
する。
【００２７】
携帯端末１２は、パケット情報受信端末であり、複数あるうちの一つのみを示す。サーバ
１３は、ゲートウェイサーバ１３７及び任意のサーバ１３８からなる。携帯端末１２とゲ
ートウェイサーバ１３７とは通信回線１１１を介して接続され、ゲートウェイサーバ１３
７とサーバ１３８とは通信回線１１２を介して接続されている。ここで、携帯端末１２の
通信要求をゲートウェイサーバ１３７の中継により任意のサーバ１３８に伝達し、その応
答として、任意のサーバ１３８がゲートウェイサーバ１３７を通して携帯端末１２に情報
を伝達する。
【００２８】
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携帯端末１２は、サーバ１３からの情報を受信するとともに、サーバ１３に対する情報取
得要求を送信する。ゲートウェイサーバ１３７は、携帯端末１２と任意のサーバ１３８と
の中継点にあって、携帯端末１２に応答情報を伝達する。任意のサーバ１３８は、携帯端
末１２から送信されてくる情報要求に対し、その応答として適当なデータを返すとともに
、携帯端末１２に対してＰＵＳＨ型の自動配信を行う。
【００２９】
図４［１］は携帯端末１２のソフトウェア構成を示すブロック図であり、図４［２］は携
帯端末１２のハードウェア構成を示すブロック図である。以下、図３及び図４に基づき説
明する。
【００３０】
図４［１］に示すように、携帯端末１２のソフトウェア２０は、ＯＳ２１、通信モジュー
ル２２、ＪＡＶＡ管理モジュール２３，ＪＡＶＡ　ＶＭ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎ
ｅ：仮想マシン）２４及びＪＡＶＡアプリケーション２５の五層から構成される。「ＪＡ
ＶＡ」とは、オブジェクト指向のプログラミング言語の一種であり、ＪＡＶＡ　ＶＭとい
うレイヤーが個々のＯＳやＣＰＵの違いを吸収することにより、一つのバイナリ・アプリ
ケーションでどの環境でも実行できるようにしたものである。
【００３１】
ＯＳ２１は、プラットフォームを表す。ただし、ＪＡＶＡがプラットフォームに依存しな
いというメリットを持っていることから、ＯＳ２１は特に特定されない。通信モジュール
２２は、パケット通信データを送受信するためのモジュールである。ＪＡＶＡ管理モジュ
ール２３、ＪＡＶＡ　ＶＭ２４及びＪＡＶＡアプリケーション２５は、通信モジュール２
２を介してパケットデータを受信したことを関知する。ＪＡＶＡ管理モジュール２３は、
ＪＡＶＡ　ＶＭ２４の動作等の制御を管理する。ＪＡＶＡ管理モジュール２３が、実際の
携帯端末１２上でのＪＡＶＡアプリケーション２５の振る舞いを制御する。ＪＡＶＡ　Ｖ
Ｍ２４は、機能として特に規定はしない。しかし、現在のパーソナルコンピュータ等に含
まれているＪＡＶＡ　ＶＭでは、携帯端末１２に実装するとメモリ容量が不足する。した
がって、ＪＡＶＡ　ＶＭ２４は、携帯端末１２として使用するのに必要な機能しか持たな
いものとする。ＪＡＶＡアプリケーション２５は、通信モジュール２２で受信したデータ
に基づいて動作するように作成されたアプリケーション・プログラムである。
【００３２】
図４［２］に示すように、携帯端末１２のハードウェア３０は、システム制御部３１、記
憶メモリ３２、音声認識部３７、無線制御部３８及びオーディオ部３９からなる。更に、
無線制御部３８は通信データ受信部３３及び通信データ送信部３４を備え、オーディオ部
３９はスピーカ３５及びマイク３６を備えている。
【００３３】
システム制御部３１は、携帯端末１２のメイン部分の動作を担い、図１に示す携帯端末１
２の各手段をコンピュータ・プログラムによって実現している。記憶メモリ３２は、ＪＡ
ＶＡアプリケーション２５によって採取した音声サンプリングデータを保存する領域とし
て使用したり、サーバ１３から取得した音声合成データを保存する領域として使用する。
通信データ受信部３３は、携帯端末１２に入力される通信データを受信する。通信データ
送信部３４は、携帯端末１２から通信データを出力する。スピーカ３５は、受信した音声
合成データを音声として外部に出力する。マイク３６は、ユーザが発声した音声を携帯端
末１２内に入力する。音声認識部３７は、マイク３６から入力された音声データを認識し
、ＪＡＶＡアプリケーション２５に対して通知する。
【００３４】
次に、図５乃至図９に基づき、本実施例の音声合成システムにおける動作の一例を説明す
る。以下の「データベース」は、携帯端末のユーザごとに別々にサーバ内に設けられ、当
該ユーザの許可がない限り、他のユーザがアクセスできないようになっている。
【００３５】
図５は、テキストデータを受信した場合の携帯端末の動作を示すフローチャートである。
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以下、この図面に基づき説明する。
【００３６】
まず、テキストデータを受信すると（ステップ４１）、音声合成をするか否かを判定する
（ステップ４２）。その判定方法としては、ユーザが選択する、又は設定されたデータ（
例えば音声合成をする又はしない）に従うなどがある。音声合成をする場合は、音声合成
に使用する音声サンプリングデータを決定する（ステップ４３）。このサンプリングデー
タの決定は、携帯端末のユーザ自身のデータベース内の音声サンプリングデータを使用す
るか、又は他のユーザのデータベース内の音声サンプリングデータを使用するか、を決定
するものである。この動作により、ユーザ自身が所有する音声サンプリングデータだけで
なく、他のユーザが所有する音声サンプリングデータを参照して、自己の携帯端末におい
て音声合成データを再生することが可能になる。サーバのデータベースにアクセスする時
は、自己のアクセス識別子を使用することによりアクセス許可を取得する。このとき、他
のユーザが所有するデータベースにアクセスする時は、後述する図８及び図９に示すよう
に、データベース参照許可を受ける。
【００３７】
使用するサンプリングデータを決定した後は、音声サンプリングデータが保存されている
データベースに対してアクセスを要求する（ステップ４４，４５）。そのアクセスする際
のサーバと携帯端末とのシーケンスについては、後述する図６に示す。データベースに対
するアクセス許可が下りた場合は、音声合成をしてもらうためのテキストデータを送信す
る（ステップ４６，４７）。サーバから音声合成データが配信されると、その音声合成デ
ータを携帯端末が受信する（ステップ４８）。これにより、受信した音声合成データを再
生することができる（ステップ４９）。
【００３８】
図６は、携帯端末からサーバに対してアクセスする動作を示すシーケンス図である。以下
、この図面に基づき説明する。
【００３９】
まず、携帯端末からサーバに対して、携帯端末自身のアクセス識別子付きでデータベース
参照要求を送信する（ステップ５１～５３）。サーバ側では、その要求によりサーバ内の
データベースを検索し、アクセスできるユーザかどうかを判別する（ステップ５４）。ア
クセス可能なユーザの場合はアクセスＩＤを送信し、次回からは携帯端末から送信される
ヘッダ情報内のアクセスＩＤを確認することで、データベースの参照を許可する。すなわ
ち、データベースにアクセス許可が下りた場合は、サーバ側から携帯端末側に対してアク
セスＩＤを配布する（ステップ５５）。携帯端末側では、サーバ側からアクセスＩＤをも
らうことで、自己のアクセス識別子とアクセスＩＤとをデータ内のヘッダに入力して、音
声合成をしてもらうためのテキストデータを送信する（ステップ５６～６０）。
【００４０】
サーバ側では、アクセスＩＤを識別することによりユーザのアクセス許可をチェックし、
その後に受信したテキストデータの音声合成を開始する（ステップ６１）。このとき、音
声合成に使用する音声サンプリングデータは、アクセスＩＤを元に指定のデータベースか
ら取得する。音声合成終了後、サーバは携帯端末に音声合成データを配信する（ステップ
６２）。すると、携帯端末側では、ＪＡＶＡアプリケーションに対して受信通知が行われ
、音声合成データをＪＡＶＡアプリケーションに引き渡す（ステップ６３）。この動作に
より、ＪＡＶＡアプリケーションは、音声合成データの受信を認知し、受信した音声合成
データを再生することができる（ステップ６４）。
【００４１】
図７は、音声サンプリングデータをデータベース化する動作を示すシーケンス図である。
以下、この図面に基づき説明する。
【００４２】
まず、ＪＡＶＡアプリケーション起動中に、ユーザが音声通話等で携帯端末のマイクに入
力する音声データを、音声サンプリングデータとしてＪＡＶＡアプリケーションに引き渡
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す（ステップ７１）。この音声サンプリングデータを携帯端末の記憶メモリに蓄積する（
ステップ７２）。音声サンプリングデータがある一定量記憶メモリに蓄積された時点（ス
テップ７３）で、ＪＡＶＡアプリケーションは、自動的に図６のサーバアクセスシーケン
スを使用し（図６のステップ５１～６１参照）、自己のデータベースへ記憶メモリ内の自
己の音声サンプリングデータを保存する（ステップ７４～８４）。この仕組みにより、ユ
ーザは、自己の音声サンプリングデータをサーバ内のデータベースとして構築し、他のユ
ーザに自己の音声サンプリングデータを公開することで、他のユーザの携帯端末で音声合
成データを自己の音声で再生することを可能にする。
【００４３】
図８及び図９は、ユーザが所有する音声サンプリングデータのデータベースを他のユーザ
に公開する動作を示すシーケンス図である。以下、この図面に基づき説明する。
【００４４】
まず、携帯端末Ａのユーザが所有するデータベースにアクセスを希望する携帯端末Ｂのメ
ールアドレスを、携帯端末ＡのＪＡＶＡアプリケーション上から入力する（ステップ１４
１）。続いて、そのメールアドレスをサーバへ送信する（ステップ１４２～１４４）。サ
ーバ側では、携帯端末Ａのユーザのデータベースに対して携帯端末Ａからアクセス要求が
あった場合に、メールアドレスが付加されていたら、仮のデータベースアクセス許可ＩＤ
を発行し、メールアドレス先の携帯端末Ｂに仮のデータベースアクセス許可ＩＤとデータ
ベース接続先（サーバ）とを送付する（ステップ１４５～１５３）。
【００４５】
メールを受信した携帯端末Ｂ側では、ユーザがメール画面にてその仮のデータベースアク
セス許可ＩＤを選択した時に、メーラとＪＡＶＡアプリケーションとの連動により、ＪＡ
ＶＡアプリケーションにその仮のデータベースアクセス許可ＩＤとデータベース接続先（
サーバ）とを引き渡す（ステップ１６１～１６４）。この動作により、ＪＡＶＡアプリケ
ーションはデータベース接続先（サーバ）に対して、自身のアクセス識別子と仮のデータ
ベースアクセス許可ＩＤとを送信する（ステップ１６５～１６７）。サーバ側では、アク
セス識別子と仮のデータベースアクセス許可ＩＤとを受信することにより、次回から携帯
端末Ｂのアクセスが許可されるようにデータベースの更新作業を行う（ステップ１６８）
。
【００４６】
【発明の効果】
本発明に係る音声合成システム及び音声合成方法によれば、複数の携帯端末のユーザの音
声サンプリングデータがサーバ内にデータベース化されていることにより、他の携帯端末
から送られてきたテキストデータをサーバへ送ると、その携帯端末のユーザの声からなる
音声合成データがサーバから返ってくるので、その携帯端末のユーザの声でテキストデー
タを読み上げることができる。したがって、現実性を向上できる。
【００４７】
また、各携帯端末がユーザの音声サンプリングデータを採取してサーバへ送信し、サーバ
がその音声サンプリングデータをデータベース化することにより、自動的かつ容易に当該
音声合成システムを拡張することができる。すなわち、新たな携帯端末のユーザが当該音
声合成システムに参加する場合も、即座に前述のサービスが受けられる。
【００４８】
換言すると、本発明によれば、メール等で送信されてくるテキスト文書をユーザ選択によ
り、任意の音声データに変換することで、文書の内容を自分で読まなくても、ユーザの聞
きたい音声データで内容を再生することができるため、視覚的に障害を持つ方々にも便利
な機能を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る音声合成システムの一実施形態を示す機能ブロック図である。
【図２】図１の音声合成システムにおける動作の一例を示すシーケンス図である。
【図３】本発明に係る音声合成システムの一実施例を示す構成図である。
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【図４】図３内の携帯端末の構成例を示すブロック図であり、図４［１］は携帯端末のソ
フトウェア構成、図４［２］は携帯端末のハードウェア構成である。
【図５】図３の音声合成システムにおける、テキストデータを受信した場合の携帯端末の
動作を示すフローチャートである。
【図６】図３の音声合成システムにおける、携帯端末からサーバに対してアクセスする動
作を示すシーケンス図である。
【図７】図３の音声合成システムにおける、音声サンプリングデータをデータベース化す
る動作を示すシーケンス図である。
【図８】図３の音声合成システムにおける、ユーザが所有する音声サンプリングデータの
データベースを他のユーザに公開する動作を示すシーケンス図である。
【図９】図３の音声合成システムにおける、ユーザが所有する音声サンプリングデータの
データベースを他のユーザに公開する動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１０　音声合成システム
１１　通信回線
１３　サーバ
１２，１２Ａ，１２Ｂ　携帯端末
１２１　テキストデータ受信手段
１２２　テキストデータ送信手段
１２３　音声合成データ受信手段
１２４　音声再生手段
１２５　音声サンプリングデータ採取手段
１２６　音声サンプリングデータ送信手段
１３１　テキストデータ受信手段
１３２　音声合成手段
１３３　音声合成データ送信手段
１３４　音声サンプリングデータ受信手段
１３５　データベース構築手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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